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午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

総合政策部

１．本県の人口減少の現状と県の取組につい

て

○協議事項

１．委員会の調査事項について

２．調査活動方針・計画について

３．県内調査について

４．次回委員会について

５．その他

出席委員（11人）

委 員 長 脇 谷 のりこ

副 委 員 長 有 岡 浩 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 外 山 衛

委 員 右 松 隆 央

委 員 武 田 浩 一

委 員 安 田 厚 生

委 員 山 下 寿

委 員 太 田 清 海

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

総合政策部次長
矢 野 慶 子

（県民生活・文化祭担当）

総 合 政 策 課 長 大 東 収

統 計 調 査 課 長 小 園 浩 孝

中山間・地域政策課長 川 端 輝 治

事務局職員出席者

政策調査課主査 飛 田 真志野

政策調査課主査 菊 地 潤 一

○脇谷委員長 ただいまから地域振興対策特別

委員会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてであります。

委員の皆様の座席順といたしましては、ただ

いま御着席のとおり決定してよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付の日程（案）を御覧ください。

本日は、委員会設置後、初の委員会でありま

すので、総合政策部から当委員会の設置目的に

関する事項として、本県の人口減少の現状と県

の取組についての説明をいただきます。その後

に、調査事項及び調査活動方針・計画について

御協議いただきたいと思いますが、このように

取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開
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○脇谷委員長 委員会を再開いたします。

本日は、総合政策部においでいただきました。

初めに、一言御挨拶を申し上げます。

私は、地域振興対策特別委員会の委員長に選

任されました宮崎市選出の脇谷のりこでござい

ます。私ども11名が、さきの臨時会で委員とし

て選任され、今後１年間、調査活動を実施して

いくことになりました。

当委員会が担う課題を解決するために努力し

てまいりたいと思いますので、御協力をよろし

くお願いいたします。

次に、委員を御紹介いたします。

最初に、私の隣が宮崎市選出の有岡浩一副委

員長です。

続きまして、皆様から見て左側から、北諸県

郡選出の蓬原正三委員です。

宮崎市選出の右松隆央委員です。

串間市選出の武田浩一委員です。

児湯郡選出の山下寿委員です。

東臼杵郡選出の安田厚生委員です。

続きまして、皆様から見て右側から、日南市

選出の外山衛委員です。

延岡市選出の太田清海委員です。

延岡市選出の河野哲也委員です。

宮崎市選出の井上紀代子委員です。

以上で、委員の紹介を終わります。

なお、執行部の皆さんの紹介につきましては、

お手元に配付の出席者配席表に代えさせていた

だきたいと存じます。

それでは、執行部から概要説明をお願いいた

します。

○松浦総合政策部長 おはようございます。総

合政策部の松浦でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

人口が減少する中で、経済や暮らしをどう維

持するかが、県の非常に大きな課題であると認

識をしております。また、今、コロナ禍で、経

済が非常に大きなダメージを受けております。

経済の復興、そして日常生活をいかに取り戻し

ていくのか、さらにその先にどういう地域をつ

くっていくのかということも、今、大きな課題

となってきていると認識をしております。

時々の情勢を踏まえつつ、地域の振興をどう

図っていくのかということがこの特別委員会の

テーマであると考えており、我々としても県の

重要な課題ということで取り組んでまいります

ので、脇谷委員長をはじめ委員の皆様の御指導

をよろしくお願いをいたしたいと思います。

それでは、本日の報告事項を御説明いたしま

す。お手元の委員会資料の目次を御覧ください。

本日は、本県の人口減少の現状と県の取組に

ついて、担当課長から説明をさせていただきま

す。

私からは以上でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

○大東総合政策課長 お手元の委員会資料１ペ

ージをお開きください。

まず、本県の人口についてでございます。

本県の人口につきましては、平成８年の117

万7,000人をピークといたしまして、その後減少

基調に転じており、将来推計では、令和12年に

は100万人を割って97万7,000人、令和27年には82

万5,000人と、その後も当面は減少が続く見通し

となっております。

次に、２の将来推計に基づく人口ピラミッド

を御覧ください。

このグラフは、平成27年とその30年後である

令和27年の年齢構成を比較したものでございま

す。

本県の人口ピラミッドの形状を見ますと、平

令和３年５月17日（月曜日）
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成27年は、いわゆるひょうたん型の人口構造と

なっておりますが、その30年後には、65歳以上

の人口に大きな厚みがある構造となり、形が変

わってくると見込まれております。

人口に占める高齢者の割合を見ますと、平成27

年の29.5％が、30年後には40％と急激に増加す

る見通しであり、高齢化に伴い、年金・医療費

等の社会保障費の増加など、現役世代の負担増

が懸念されるところでございます。

２ページを御覧ください。

３、本県の人口動態の推移でございます。

白と黒の２つのグラフがありますが、自然動

態の白のグラフは、昭和55年以降縮小傾向が続

いており、平成15年から自然減に転じておりま

す。

社会動態の黒のグラフは、バブル景気のよう

に景気が好調な時期には転出者が増加し、逆に、

オイルショックのような不況の際には転出者が

減るという傾向がございましたが、近年は転出

超過が続いているという状況でございます。

平成15年からは、自然減と社会減が同時に進

行するという本格的な人口減少社会に突入して

おり、人口減少が加速しております。

次に、その下の合計特殊出生率と出生数の推

移であります。

本県の合計特殊出生率は、折れ線グラフにあ

りますとおり、改善傾向にありまして、令和元

年は1.73と沖縄県に次いで全国第２位となって

おります。

一方、出生数につきましては、女性人口の減

少とともに、近年、急激に減少しているところ

であり、今後、出生数をいかに確保していくか

が大きな課題と考えております。

３ページをお開きください。

５県の人口減少対策の主な取組でございます。

本県では、人口減少問題に対応していくため、

総額30億円の人口減少対策基金を設置し、社会

減対策や自然減対策をはじめとし、人材の育成

・確保の取組を進めております。

まず、移住・ＵＩＪターンの促進の取組とい

たしまして、大阪府と福岡県への相談窓口の新

設による、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセン

ターでの相談対応の強化や、移住セミナーによ

る本県の移住施策や魅力の情報発信、県独自の

移住支援金制度の創設など、様々な取組を展開

しているところであります。

その結果、ふるさと宮崎人材バンクを通した

県内就職者数では、令和２年度には167人と目標

値を上回る実績を上げておりますほか、移住世

帯数につきましては、令和元年度の実績は558世

帯と順調に推移をしているところであります。

続いて、産業人材の育成・確保の取組といた

しまして、県内高卒者の県内就職の促進や宮崎

大学を中心とした産業人材の育成、農業や林業

人材の育成・確保などに力を入れております。

その結果、高校生の県内就職割合は年々改善

傾向にありまして、宮崎労働局の発表によりま

すと、令和３年３月卒業者の県内就職内定割合

が62.7％となるなど、手応えを感じているとこ

ろであります。

しかしながら、近年の売手市場による影響も

あると思われますが、大学・短大卒の県内就職

割合は依然として厳しい状況にあります。

次に、４ページをお開きください。

本県の未来を担う子供たちの育成の取組とい

たしまして、地域活動に積極的に参画する子供

たちの育成のほか、ＩＣＴを活用した教育、地

域への愛着やグローバルな視点を持った子供た

ちの育成など、教育委員会を中心に様々な取組

を展開しております。
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令和２年度の取組では、新型コロナウイルス

の影響により、地域活動ができなかったことも

あり、思うような成果を得られていないところ

もありますが、令和元年度には２つの指標とも

計画策定時を上回る成果を上げております。

次に、安心して子供を産み育てることができ

る環境づくりであります。

結婚、妊娠、出産、子育てといったライフス

テージに応じた切れ目ない支援を行っておりま

して、今年度は、みやざき結婚サポートセンタ

ーにＡＩを活用した新しいマッチングシステム

を導入いたしまして、相談体制を強化するほか、

未来みやざき子育て県民運動を通じた子育てに

優しい職場づくりの支援など、福祉保健部を中

心に様々な取組を展開しているところでありま

す。

成果指標につきましては、合計特殊出生率、

保育所の待機児童数など、年々改善傾向にあり

まして、引き続きこの流れを維持してまいりた

いと考えております。

５ページをお開きください。

６のコロナ禍における地方回帰の動きについ

てであります。

まず、東京都特別区部の転出入人口のグラフ

でございます。

コロナ発生後の令和２年度では、５月に転出

超過となり、さらに７月以降も転出超過が継続

するなど、新型コロナウイルスの感染拡大によ

りまして、都市部の人口密集のリスクが顕在化

し、テレワークなどの働き方の見直しなどによ

りまして、東京への人口集中が鈍化していると

いう傾向にあると言えます。

また、就職を控えた大学生のアンケート結果

からも、地方での就職希望が強くなったという

答えが84.1％を占めておりまして、若者のロー

カル志向の高まりといったものも見られます。

次に、下のグラフを御覧ください。本県の年

齢５歳階級別人口移動の状況でございます。

これを見ましても、コロナ前の令和元年度と

比較いたしますと、25歳以上のほとんどの世代

で転入が超過をしており、特に、若い世代にお

いて、東京都などの都市部からの転入や地元定

着が進んでいるものと考えられます。

６ページを御覧ください。

７地方回帰の動きを捉えた「新たな人の流れ」

の取り込みについてでございます。

県といたしましては、新型コロナウイルスの

感染拡大を契機といたしまして、地方回帰の流

れをチャンスと捉えて、新たな人の流れの取り

込みを令和３年度の重点施策として位置づけて

おります。

主な取組といたしまして、（１）の農業やサー

フィンなど、本県ならではの暮らし方の情報発

信の強化、（２）の移住者の住まいを確保するた

めの空き家や廃校等の改修支援、（３）の本県の

豊かな森林空間を活用したワーケーションの推

進、（４）のサテライトオフィスや通信環境整備

等によるテレワーク受入れ環境の充実、さらに

は（５）の農業や漁業の魅力発信やお試し就農

といった担い手確保対策の強化など、みやざき

回帰を促す取組に重点的に取り組んでまいりま

す。

説明は以上でございます。

○脇谷委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑等がございましたら御発言をお願

いいたします。

○蓬原委員 人口減少についてです。今年はコ

ロナの関係で予想以上に人口が減り、全国の出

生数は80万人を切る見込みと聞いている。コロ

ナ禍の数年あるいはそれ以降も、人との距離が
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近づきにくいような社会の形態になっていくの

で、本県の場合も将来人口が減少していくとい

う見込みが、もっと加速すると思うが、専門的

な知見はありますか。

○大東総合政策課長 人口の現況ですが、令和

３年４月１日現在の推計人口としては10 5

万7,515人ということになっており、前年の同月

よりも約8,000人弱減少しているという状況にご

ざいます。

コロナの影響がこの数字にどう影響している

のか、あるいは、今後の人口推計にどう影響す

るのかという点は、先ほどグラフでもお示しい

たしましたが、社会増減の部分で、コロナによ

る影響としてある程度、プラスの部分が今後期

待されるというところもございます。自然減の

動きは、簡単に止められない状況にありますが、

社会減をいかに少なくしていくか―圧縮して

いくかという頑張り次第で、ある程度は人口減

少のスピードが抑えられていく可能性があるの

ではないかと考えております。

ただ、現時点でコロナの影響を受けた人口の

推計値を出すという段階にはまだ至っていない

という状況でございます。

○蓬原委員 自然減はどうしようもないという

ことは、個人の価値観にもよるでしょうけれど、

そうすると、資料の４ページの安心して子供を

産み育てることができる環境づくりに力を入れ

るしかないのかなということで、なかなか特効

薬はないわけです。社会動態でローカル志向が

あるということですが、47都道府県で人を引っ

張り合うのですから、宮崎県だけに移住するこ

とは難しいと思います。あとは、ＵＩＪターン

の方の勤め先があるかということが大事なとこ

ろだと思います。

私もＵターン者です。２ページの上のグラフ

を見ると、第１次オイルショックがあっていま

す。ここから数年Ｕターンが増えていますが、

私もそのときに帰ってきました。後年に調べて

みると、その頃に帰ってきた人が多いのですが、

オイルショックの影響を受けたのだと思います。

自分でも感じたことですが、宮崎県では、都

会に比べて給料は必然的に下がります。給料は

下がるけれども、これまで培った自分の持って

いる技術を生かせたり、自分の持っている技術

を元に新たな仕事に発展することができるよう

な良い職場環境が必要だと私は思っています。

これは私が議員になるきっかけとなった思いの

ようなもので、産業振興や良い職場づくりに大

いに力を入れていかないといけないと思ってい

ます。

それから、宮崎県の産業構造は、第１次産業

がベースですが、製造業を含めた第２次産業の

厚みを増していくことで第３次産業が必然的に

大きくなっていくわけですから、産業の構造の

厚みを増していくことが必要と思っていますが

いかがですか。

○松浦総合政策部長 委員の御指摘のとおりで

ありまして、本県でどれだけ稼げるかという状

態をつくっていかないといけないと思います。

そこを考えるときに、農業や製造業がやはり本

県産業の柱になってくると思っているところで

ございます。

今、人口が減少し、就業者そのものも減って

きており、企業の皆さんは、働く環境や給料を

それなりの形にしないといけないという意識を

持ち始めていると思っております。全部の企業

というわけではありません。まだまだこれから

課題はあると思っておりますが、それなりの形

にしようという取組をしている企業も出てきて

いるということであります。そういった取組を
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増やしながら、企業の稼ぐ力をどう育てていく

のかということであります。

商工観光労働部では、中核的な企業を育てる

取組を約五年間続けていますが、伴走型で支援

をしている企業は、それなりに売上げも増えて

雇用も増えるというような事例も出てきており

ますので、こういった取組をしっかり進めてい

くことと継続していくことが大事だと思ってお

ります。

雇用の確保と産業の稼ぐ力をどう維持してい

くのかということを、産業振興の大切なテーマ

として取り組んでまいりたいと考えております。

○蓬原委員 先の議会のときに県が中小企業を

支援して育てていることを調べました。我々が

Ｕターンをして帰ってきた頃からすると、明ら

かに優良企業がありますし、先端的なことをやっ

ている企業も出てきていることもよく分かり、

行政の伴走型の支援をさらに推進していただき

たいと思っています。また、日機装株式会社や

宮崎キヤノン株式会社のように県外から企業を

誘致することも続けるべきです。これまでも議

論をしてきましたが、企業の県外からの誘致は

必要と思っていて、Ｕターンで帰ってくる人た

ちが魅力を感じる企業や職場をつくるためにも

産業構造の厚みを増していくことが必要と考え

ております。

○右松委員 コロナ禍で新規高卒者の県内就職

率をどのように上げていくかが非常に重要なテ

ーマになると思っています。普通に考えれば、

コロナ禍で、県内就職は追い風になるはずです。

蓬原委員から話がありましたように、勤め先

がないから県外へ出ざるを得ないこともあるわ

けです。時間がかかりますが、地場企業を育て、

企業を県外から誘致し、産業構造の厚みを出し

ていくということに取り組み、雇用の受皿を確

保することは大切と思います。

また、３ページの産業人財の育成・確保の県

内新規高卒者の県内就職率について、令和２年

３月の卒業生と前年の平成30年３月卒業生を比

較すると1.2ポイント上がっていますが、目標値

である令和４年３月卒業生の県内就職率60.3ポ

イントはぜひ達成していただきたいと思ってい

ます。

他県でも県内就職率の数字は上がっていて、

例えば、新潟県は高卒者の県内就職率は前年か

ら2.1ポイント増加して87.2ポイントでした。鹿

児島県でも高卒者の県内就職率は前年度に比べ

て3.3ポイント増加して56.8ポイントでした。新

潟県の担当課によると、新型コロナの感染拡大

で就職活動が制約されてきたことや県内企業が

注目されたことが要因と考えている、というコ

メントが出ていました。

さらに新潟県は、専門学校の新卒者の就職率

も前年に比べて７ポイント増加して67ポイント

でした。コロナ禍で打撃を受けている航空業界

やホテル業界への就職希望者が県内企業に目を

向けたということが増加した要因のようです。

本県でも県内就職率が上昇していることを県

はどのように受け止めているのか、また、コロ

ナ禍で県内就職率を上げる今後の戦略について

伺いたいと思います。

○大東総合政策課長 この資料に挙げている数

字は令和２年３月の卒業生のデータであり、１

年前のことになります。労働局発表の最新の就

職内定者の割合では、高卒者の就職内定者に占

める県内内定者の割合は、令和３年３月には62.7

ポイントで前年に比べて3.3ポイント増加してお

ります。これは内定割合ですので、実際の就職

者はこれから少し下がりますが、本県において

も高卒者の県内就職率は上がっていると見てお
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ります。

今後は、この動きをいかに捉えるかというこ

とになりますが、県では、県内高卒者に県内企

業に対する理解を促すことや、企業に求められ

る人材はどのような人材であるかを伝える就職

説明会を開催するなどの取組を積極的に行って

おります。また、資料の４ページにありますよ

うに、郷土に対する理解を深めることが地元に

残って仕事をしたいという礎になると思います

ので、コミュニティ・スクールの設置等にも取

り組んでおります。生徒のみならず、保護者に

も県内企業に対する認識を新たにしてもらう情

報発信を引き続き行うことが大切と考えており

ます。

○右松委員 様々な角度から総合的に取り組む

必要があると思っています。私の息子も大学３

年生ですが、インターンシップはオンラインが

メインになっているようです。コロナ禍で企業

の人材確保の方法も変わってきていますので、

企業の努力に加えて、行政も経済団体などと連

携した企業支援をお願いしたいと思います。

○外山委員 人口が増えることはあり得ないと

いう前提で施策を考えるべきと思います。全国

的にも人口が減り、移動人口も限界があるので、

経済構造や社会構造の全てが変わってくると思

います。

右松委員が言われたように、学校も大きく変

化をしていて、県も我々も、人口が増えること

はあり得ないという前提で施策を考えると、こ

れまでと違った取組が生まれてくると思ってい

ます。

○松浦総合政策部長 御指摘いただきありがと

うございます。議員がおっしゃるような考え方

で臨まなければ、方向性を間違うと思っており

ます。

人口推計を見ても、人が減っていく中で産業

や地域をどう維持していくのかという観点は、

非常に大切であると思っております。10年程前

からこのような考え方で宮崎県総合計画の長期

ビジョンという形で進めております。

最近、国でも進めておりますのが、デジタル

化の推進です。デジタル技術を活用して、中山

間地域の課題などをどう解決していくのかが非

常に重要と思っております。

ＡＩが人の労働力を奪っていくという議論も

ありますが、本県の労働力の推移を見ていくと、

ある程度積極的にデジタル技術を取り入れてい

かないと、就業者そのものが確保できない状況

にあります。人口減少により産業が縮小する流

れが見えてくるため、やはりそういったところ

にもしっかりと対応していきながら、生産性を

上げて暮らしが豊かになるようなことを考えて

いくことが非常に大切と思っております。我々

としても、デジタル化の推進は、新しい課題と

して取り組んでまいりたいと思っております。

○武田委員 他県を視察して話を伺いましたが、

新潟県の若い世代も首都圏に行きたい思いがあ

るが、新潟県と東京都は週末に遊びに行ける距

離で、新幹線もあるということでした。鹿児島

県の場合は高卒者の県内就職率が高いが、福岡

県までは新幹線もあって都会までの距離が近い

ということです。

インターネットのインフラも必要ですが、宮

崎県に絶対的に足りていないものは交通インフ

ラであると私は思います。串間市に住んでいる

ので皆さんより一層そう思いますが、交通イン

フラについてしっかりと対応していただきたい

と思います。

また、移住者の受入れ環境の整備で空き家に

対する改修支援が進んでいない現状もある。各
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市町村が空き家バンクを運営しているが、有効

に機能している市町村はほんの一握りです。串

間市も空き家バンクはありますが、ほとんど機

能していません。空き家バンクに登録する件数

がほとんどない状況で、制度があるのに使われ

ていない。実績が出ていないということはどこ

が問題なのかを県と市町村が連携して解決して

いただきたいと思っています。

先日、ある古民家の改修をしている団体の方

と話をしたところ、串間市内で２か所の古民家

を改修しているようでした。国の補助金を活用

して、サイクリストの方々を募り、一緒に空き

家の改修をしているそうです。盆、正月は家主

が優先的に泊まれるようにして、それ以外の時

期はサイクリングで来た方々が自由に泊まるこ

とができるようにするようでした。補助率10分

の10の国の補助金を活用しており、改修をして

いる団体の自己負担はないようです。数年後に

は団体から家主に固定資産税分ぐらいの金額を

払えるような収益にしていきたいということで

した。私はこのような制度があることを初めて

認識しました。各市町村の担当の方はこのよう

な制度があることを知っているかもしれないが、

その情報を民間の人たちに伝えることが足りて

いないと私は思っています。県と市の連携が不

足していたり、情報を県民に伝えられていない

のが現状と思います。

国もコロナ禍で新しい制度をいろいろとつ

くっているので、県から市町村や県民に対して

制度の活用について提案をしていただきたいと

思っています。

○川端中山間・地域政策課長 空き家対策は非

常に重要な課題だと考えており、今年度の新規

事業で空き家の改修事業をつくらせていただい

たところです。

県内で空き家は推計４万9,900戸あると言われ

ており、全国でも上位の戸数でございます。特

に中山間地域は、移住希望者がいても空き家の

提供がなく、借りたい空き家が出てきません。

もちろん、街場と違って中山間地域では、不動

産をあっせんする方もいないので、なかなか空

き家に入れず移住をお断りする例がかなり出て

おります。

空き家計画をつくっていない市町村は県内

で12あり、今年度の新規事業では、空き家の持

ち主がどういう意向なのかを市町村で調査して

空き家計画をつくる支援と、移住者向けの空き

家を市町村が持ち主から借り受けて、改修後に

移住希望者に貸し付ける支援を設けました。

今、各市町村に事業活用の希望調査をしてい

るところですが、空き家を活用し、移住者やＵ

ターン希望者を受け入れていくことが、中山間

地域で定住を進める大切な施策になると思って

おります。

昨年度に空き家に関するアンケートを実施し

ましたが、空き家を持っている人は、活用をし

たいと思っていても、家財道具や仏壇が置いて

あるなど課題があることがわかりました。県と

しては、空き家活用のセミナーの機会に、家財

道具の処分や、仏壇は今の住まいに移すなどの

助言をするなど、空き家活用の啓発を行いたい

と考えております。

○武田委員 ありがとうございます。県が中心

になって県内全市町村の空き家活用の支援に取

り組んでいけば、近隣の市町村で情報を共有で

きて空き家が見つかる可能性もある。県の立場

は大切と考えますので、対応をよろしくお願い

します。

○安田委員 先ほど課長から移住者の受入環境

整備事業について説明がありました。美郷町は、
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平成28年から移住事業に力を入れており、平成28

年度は25世帯、平成29年度は23世帯、令和２年

度は95件の世帯が移住をしています。また、今

年度は約60世帯が空き家を待っている状況のよ

うです。

県内では、どのくらいの移住者が空き家を待っ

ている状況ですか。

○川端中山間・地域政策課長 美郷町はかなり

の移住者が空き家を待っていると伺っており、

そういったお話を市町村から聞いたことから、

空き家対策が必要だと思って事業化いたしまし

た。空き家待ちをしている人数は市町村から聞

き取っている数字のため、正確に捉えられてお

りません。申し訳ございません。

○安田委員 美郷町の例は、空き家待ちが61世

帯で、そのうち町外の方が44世帯のようです。

先ほどから話題となっているローカル志向とい

いますか、田舎でゆっくりした生活を楽しみた

いという若い方たちが増えてきていると思って

おり、空き家対策に力を入れて取り組んでいた

だきたいと思っています。

○川端中山間・地域政策課長 テレビ番組でよ

く取り上げられていますが、古い空き家を自由

にリフォームできるようにしてもらえると、若

い方は、僅かな金額で自ら住みやすいように改

修するというのが、地方回帰の流れとともに進

んできていると思います。

そういう方を受け入れるような取組を地域で

やっていくと、若い方が移住しやすくなると思

います。我々も市町村と一緒に勉強しながら移

住対策を進めていきたいと考えております。

○右松委員 安田委員から美郷町の空き家を

待っている方の細かい数字が出ましたが、市町

村に聞き取りをすれば、ある程度数字が出てく

ると思いますので、各市町村の空き家待ちの状

況を調べて教えてもらいたいと思います。

○脇谷委員長 資料にできますか。

○川端中山間・地域政策課長 中山間地域の町

村だとそういう数字は出ますが、大きい市町だ

と数字が出ないので、県全体でまとめにくいと

ころです。中山間地域を中心に、聞き取れると

ころは聞き取っていきたいと思います。

○右松委員 それで構いません。

○山下委員 中山間地域を対象とした事業は多

くありますが、中山間地域を外れると、対象と

なる事業がないのです。私の選挙区の木城町は

中山間地の対象から外れました。中山間地域と

状況は全く同じにも関わらず、国の中山間地域

を対象とした事業は受けられないということに

なります。こういう類似の町村はたくさんある

と思いますので、中山間地域から外れた地域に

も気を配った予算配分をお願いします。

○川端中山間・地域政策課長 木城町は過疎法

の指定からは外れましたが、山村振興法という

中山間地域関係の法律の対象地域でございます。

今後とも我が課では木城町を応援させていただ

きますし、中山間地域に限らず田舎の地域は全

て応援するつもりでやっております。

○太田委員 仏壇や家財道具があるから家を貸

す方は少ないが、移住希望者は多いということ

であれば、明るい展望はあるとは思います。移

住したいという人たちが求める仕事はどのよう

なものでしょうか。

○川端中山間・地域政策課長 移住を進める上

での大きな柱は住まいと仕事でございます。私

は以前、雇用労働政策課長をしておりましたが、

県ではＵＩＪターンセンターを設置して移住希

望者の就職相談を受けています。

県内企業も人手不足で求人意欲が強いですの

で、移住者の就職先のあっせんも行っていると
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ころでございます。

ただ、それはどうしても町に近いところでの

話であり、中山間地域では移住希望者がやりた

いような職種が用意できていません。資料にあ

りませんが、昨年度に特定地域づくり事業共同

組合という組織を設立しました。中山間地域は

年間を通して働く場所がないので、農作物が多

い時期には農業、その加工品を作る時期には加

工業、冬場は観光業というように短期間の仕事

をつなぎあわせて年間を通して雇用の場をつく

る制度ができました。

○太田委員 移住については、就職相談を丁寧

にしないといけないと思っています。

実は、私の近隣に住む若い夫婦が近々転居さ

れます。延岡市に住んでいますが、就職先は日

向市にあり、収入もそれなりにあったから一生

懸命頑張ろうと思っていたところ、東京都にあ

る本社へ異動を命じられたそうです。その方は、

延岡市で家を建てており、本社へ転勤すること

を悩み、結局その会社を辞めたそうです。

昔は、一生懸命頑張って働くと良い待遇を受

けたり、愛社精神が育つような世相でしたが、

今は、非正規雇用が就業者全体の４割にもなっ

てしまい、みんなが子供を産んで安定した家庭

を築こうという気持ちすら起こらないような世

相になっています。

私は、働く側と雇用する側の信頼関係が成り

立つ社会であってほしいと思っています。私は

子供の頃に北郷村に住んでおり、当時は北郷村

だけで6,000人ほどが住んでいました。合併して、

美郷町になりましたが、現在は2,000人を割って

いるかもしれません。私の少年時代は、美郷町

は林業が盛んで現金収入のある人たちがいっぱ

いいて町もにぎやかでした。コロナ禍の地方回

帰という志向は、昔の生活が見直されているよ

うで、宮崎県というこの地方都市も価値が出て

いるのだと思います。

さらに言うと、私は５人子供を育てました。

子供を５人も育てると税金がかからず、私は10

年ほど、所得税がゼロ円でした。私の母が同居

するとさらに税金がかかりませんでした。生活

が安定すれば同居する家族を増やすことができ

ます。税制度などの政策を活用しながら子供を

産もう、健全に育てようという気持ちにさせる

社会になってもらいたいと思っています。

○大東総合政策課長 コロナ禍の中で、地方回

帰の動きが出ていますが、同じ地域に人口や産

業が密集していることの弊害や息苦しさが顕在

化したのだと思います。

都会で仕事をしたいという人もいますが、や

はり生まれ故郷がよいとか、ゆったりした環境

で仕事がしたいといった方々のニーズに対応し、

少しずつ分散型の社会をつくっていく流れに

なっています。それを宮崎県としていかに取り

組んでいくかが大事と思います。

一方で、先ほど御指摘がありましたような交

通や情報インフラの利便性がないと仕事ができ

ないということもありますので、そういったこ

とにもしっかりと取り組みながら、宮崎らしさ

やよさ―今の総合計画の中では、新しい豊か

さと表現をしておりますが、それが具体的にど

ういうことであるかということを県民の皆さん

に示し、また全国にもお示しして、宮崎県の将

来像を描いていくことがこれから必要になって

くると考えています。

○太田委員 私の質問が漠然としていて申し訳

ないと思いますが、今の施策を私は評価してお

りますし、お互いに悩みつつ、どうすればよい

かを意見交換したいと思いました。ありがとう

ございました。
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○井上委員 コロナ禍で宮崎県や日本を今後ど

うしたらよいのかということは、誰もが不安を

抱えながら考えていることです。

コロナ禍における地方回帰の動きについては、

逃してはいけない一つの視点だと私は思ってい

て、地方回帰の動きを捉えた新たな人の流れの

取り込みは、絶対に力を入れて取り組むべきこ

とだと思います。

今、県外へ出た子供たちが自分が育った地域

に帰って就職したいという人が増えているとい

うことは歓迎すべきことだと思います。県内の

中小企業にとっては優秀な人材を確保すること

ができる機会でもあります。

一つ目の質問ですが、県は企業の魅力が学生

たちに伝わるようにどのように取り組もうとし

ているのか教えてください。

二つ目の質問です。経済産業省は企業の事業

再構築を支援する大きな額の補助金をつくりま

した。中小企業は業態を変えるチャンスの時で

す。県は県内企業の業態転換をどのように誘導

しようとしているのかを教えてください。

私は、ポストコロナ時代の宮崎県が日本の中

でどういう県であるべきかを考えていることが

大切だと思っています。

○松浦総合政策部長 難しい質問です。企業が

変わっていかなければいけない局面にあること

は事実だと思います。変わっていかなければい

けないという意識をもっている事業者の皆さん

もたくさんいらっしゃいます。例えば、建設業

でも週休２日としている企業もありますし、男

性社員に育児休暇をしっかり取ってもらうこと

や給料をそれなりの額にするという取組は増え

てきていると思います。

ただ、そこになかなかたどり着けない事業者

の皆さんもたくさんいらっしゃるということも

事実です。働きやすい企業に変わらないといけ

ない状況にあるということは、県としても様々

な場面で伝える必要があると思っているところ

でございます。

このような中ですが、県外に進学した子供た

ちが、県内企業への就職について少しずつ考え

てもらえるようになっております。教育委員会

では３年程前から普通課の高校生に対して、ど

のような県内企業があるかや県内企業で働いて

いる先輩の話を伝える取組をしており、少しず

つ生徒の意識が変わってきているのではないか

なと思っています。

また、宮崎大学に事務局を置く産業人材の育

成・確保のためのプラットフォームでは、企業

の皆さんと学生の結節点をつくっています。学

生も企業も、プラットフォームに行けばそれな

りの情報がもらえる仕組みをつくることも必要

だと思っております。

Ｕターンの促進や県内就職率を上げる歩みは

速くはありませんが、知恵を絞りながらできる

ところとやるべきところを進めてまいりたいと

思っております。

○蓬原委員 ２ページの本県の人口動態につい

て、平成６年に社会動態が増えている理由はバ

ブル経済の崩壊でしょうか。

○川端中山間・地域政策課長 総合政策課にい

たことがあり、その頃に調べたところ、この年

はシーガイアへの就職者が非常に多かった年で、

若い方が多く帰ってきた年です。

○蓬原委員 リゾート法第１号の効果が人口動

態にはあったということですね。

もう１点質問です。コロナの影響を本格的に

受けるようになったのは令和２年３月から４月

頃ですよね。令和２年度の就職者の動態は、コ

ロナの影響は少なかったと思いますが、令和３
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年度は地方回帰の影響を受けて社会動態と社会

減がかなり鈍るかプラスになる可能性があると

いう期待を持てるということになりますか。

○川端中山間・地域政策課長 ５ページの年齢

５歳階級別の人口移動の状況を見ると、25歳か

ら29歳の間や30代がプラスに転じており、昨年

度の１年間に帰ってきた人が増えたということ

でございます。進学や就職で流出する世代は15

歳から19歳の間と20歳から24歳の間のへこみの

部分になりますが、進学や就職により県内から

県外へ流出する方はほぼ変わっておりません。

このデータの基になった住民基本台帳人口の

移動状況は、今年の３月の数字までが入ってい

ます。進学や就職の影響を受ける数字は入って

いますので、今年の春に高校や大学を卒業した

子供たちのデータは、ほぼ去年と同じようなへ

こみになっているが、帰ってくる方は帰ってき

たということを示しています。

委員がお尋ねの点は、今年度の末頃に結果が

出ると思います。

○蓬原委員 オイルショックの頃とバブル経済

が崩壊した頃は、都会の景気が一気に悪くなり

ました。コロナの影響を受けて景気が落ち込ん

だというデータは出ている一方で、非常に業績

がよい業界もあり、オイルショックやバブル経

済の崩壊の頃とは状況が違うかもしれません。

人が移動するということは経済の吸引力の影響

を強く受けると思いますので、どういう結果が

出るかは来年の今頃を楽しみにしたいと思いま

す。

○河野委員 県の人口減少対策に、本県の未来

を担う子供たちの育成というポイントが３つ挙

がっています。

指標を見ると、私は目標値が高いと感じまし

た。高い目標値を設定することが子供の育成に

つながるというように捉えて、目標実現のため

に取り組んでください。感想です。

○脇谷委員長 ほかに御意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 御意見はないようですので、こ

れで終わります。

執行部の皆さんは退席いただいて結構です。

どうもありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時16分休憩

午前11時17分再開

○脇谷委員長 それでは委員会を再開いたしま

す。

協議事項（１）の委員会の調査事項について

であります。

お手元に配付の資料１を御覧ください。

１の当委員会の設置目的につきましては、さ

きの臨時会で議決されたところでございますが、

２の調査事項は、本日の初委員会で正式に決定

することになっております。なお、ここに記載

の調査事項は、特別委員会の設置を検討する際

に、各会派から提案されました調査事項を参考

として記載しております。

調査事項は、今後１年間の活動方針を決める

重要な事項であります。特別委員会の調査活動

は実質６回程度しかございませんので、有効な

提言を行うためにも十分御議論いただきたいと

思います。

それでは、当委員会の調査事項につきまして、

また、今後、具体的にどのような調査を行って

いったらよいかも含めて御意見をお願いいたし

ます。

○井上委員 総合政策部だけでは収まらない商

工観光労働部に関する問題もありますので、時
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には商工観光労働部を呼んでいただきたいです。

○脇谷委員長 ほかにございませんか。暫時休

憩いたします。

午前11時20分休憩

午前11時25分再開

○脇谷委員長 委員会を再開いたします。

委員の皆様からいただいた御意見は、いずれ

も重要な事項だと思いますが、今後、限られた

時間の中で重点的に調査を進めていく必要があ

ります。御意見を踏まえまして、正副委員長で

整理して、次回委員会に正副委員長案を提示さ

せていただきたいのですが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 それでは、そのように決定いた

します。

また、ただいまいただいた御意見は、今後の

具体的な調査活動を行うにあたっての参考にさ

せていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

次に、調査事項（２）の委員会の調査活動方

針・計画についてであります。

活動方針（案）につきましては、資料１の３

に記載のとおりであります。

活動計画につきましては、資料２を御覧くだ

さい。

議会日程や委員長会議の結果から、調査活動

計画（案）を作成しておりますが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、特に７月、８月の県

内調査、10月の県外調査については、このとお

り開催すべきかどうか検討が必要かと思います

ので、この調査活動計画（案）を基本とし、そ

の都度、委員の皆様には御相談申し上げながら、

また、ほかの常任委員会、特別委員会とも調整

をしながら、調査活動を進めてまいりたいと考

えております。御意見がありましたら、お願い

いたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 それでは、今後、１年間の調査

活動計画については、この案のとおり、委員会

日ごとに、先ほど決定した調査項目の調査を進

めることを基本とし、その都度、委員の皆様に

御意見をいただき、また、ほかの委員会とも調

整しながら実施していくこととしたいと思いま

すが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、協議事項（３）の県内調査につい

てであります。

再び、資料２を御覧ください。

７月27日から28日で県南地域、８月25日から26

日で県北地域の県内調査となっております。

先ほども申し上げましたとおり、このとおり

実施できるかどうかは、状況を見ていく必要が

あるところですが、このとおりの実施となりま

すと、相手先との調整が必要でありまして、次

回の特別委員会が６月28日ということを踏まえ

ますと、１か月程しかありません。時間もない

ことから、現時点で委員の皆様の御意見をお聞

かせいただき、準備させていただきたいと考え

ております。

先ほど御協議いただきました調査事項を踏ま

えまして、県北調査、県南調査の調査先につき

まして、御意見等がありましたらお願いいたし

ます。

暫時休憩いたします。

午前11時28分休憩

午前11時29分再開
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○脇谷委員長 委員会を再開いたします。

特に御意見や御要望がないようですので、調

査先の選定につきましては、正副委員長に御一

任をいただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 それでは、そのように正副委員

長で準備を進めさせていただきます。

次に、協議事項（４）の次回委員会について

であります。

先ほど御協議いただきました調査事項を踏ま

えまして、次回委員会の執行部の説明内容など

について、何か御意見や御要望はありませんか。

特に御意見や御要望がないようですが、調査

項目（１）の中山間地域振興について説明を伺

うのはいかがかと思っております。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 この後の具体的な内容につきま

しては、正副委員長に御一任をいただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきます。

最後になりますが、協議事項（５）のその他

でございますが、委員の皆様から何かございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 それでは、次の委員会は６月定

例会中の６月28日午前10時からを予定しており

ます。

以上で、本日の委員会を閉会いたします。あ

りがとうございました。

午前11時32分閉会
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